
がんばる経営、応援します。 ───────────── 沼田商工会議所・沼田中小企業相談所 
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今月の主な内容   

・第６２回群馬県商工会議所議員大会開催・・・・２ 
・沼田市感染症対策事業継続支援金について・・・３ 
・tengoo本格稼働記念！秋のプレミアムチャージ 
 キャンペーン 
・群馬県最低賃金が改正されました 
・商工会議所福祉制度キャンペーンについて 
・支援金についてのご案内・・・・・・・・・・・４ 
（感染症対策事業継続支援金・月次支援金）  
 

 
 

・群馬労働局からのご案内・・・・・・・・・５ 
 （新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助

成金の特例措置の拡大について・業務改善助成
金について） 

・企業訪問「鈴木建具店」・・・・・・・・・・６ 
・西北毛４商工会議所情報交流コーナー・・・・７ 
・会員リレー紹介「洋菓子工房 樫の木」・・・８ 
・事務局日誌／いせいがいいじゃねん！放送スケジ
ュール／企業短信／商工春秋 

 

令
和
３
年
９
月
３
日
（
金
）
市
内
り
ん
ご
園
に
て
沼
田
市
り
ん
ご
組
合
統
一
開
園
式
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
沼
田
市
の
り
ん
ご
は
県
内
一
の
収
穫
量
を
誇
り
、
市
内
に
は
約
１
３
０
軒
の

り
ん
ご
園
が
あ
り
ま
す
。
観
光
果
樹
園
の
数
は
全
国
３
位
と
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
、
関
東
有
数

の
り
ん
ご
の
産
地
で
す
（
出
典
：
２
０
１
５ 

農
林
業
セ
ン
サ
ス
）。 

各
り
ん
ご
園
で
は
、
市
内
生
ま
れ
の
「
陽
光
」「
新
世
界
」、
１１
月
中
旬
か
ら
「
ぐ
ん
ま
名

月
」
な
ど
、
他
に
も
多
種
多
様
の
お
い
し
い
り
ん
ご
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
感
染
症

対
策
を
し
っ
か
り
行
い
、
秋
の
フ
ル
ー
ツ
狩
り
を
楽
し
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？ 

 
 

≪

観
光
お
問
合
せ
先≫

沼
田
市
観
光
案
内
所
（
沼
田
市
観
光
協
会
） 

 

電
話
番
号
：
０
２
７
８―

２
５―

８
５
５
５ 

 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

：
０
２
７
８―

２
５―

８
５
５
６ 

沼
田
市
り
ん
ご
組
合
統
一
開
園
式
が
行
わ
れ
ま
し
た 

 
 

 

◆◇支援金・助成金について、本誌 4・ 5 ページにてご案内しています◇◆  
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1.経営支援体制の充実強化並びに小規模事業経営支援事業費補助金の拡充について 

2.電力の低価格・安定供給体制の確立と省エネ支援策の拡充について 

3.ウィズコロナ・脱炭素次代を見据えた地場産品の販売促進と利活用推進等による地域活性化について 

4.中心市街地活性化対策等の拡充と街なか居住の推進について  

5.物流・人流を支える効率的・効果的な道路ネットワークの構築について 

6.中小企業金融対策 

（新型コロナ感染症対策に係る事業継続支援施策の拡充について・小口資金融資制度の改善 

7.新型コロナで疲弊した観光関連産業への継続的支援とウィズコロナに向けた対応について 

8.ウィズコロナを見据えた雇用維持と産業人材の採用・確保への支援拡充について 

 

 

第
62
回 

群
馬
県
商
工
会
議
所
議
員
大
会
開
催  

・新型コロナウイルス感染症に関する迅速な対応について  
・公的関与による産業廃棄物処理場建設について     
・コロナ禍における地場産品販路開拓の継続した支援及び 
サポートについて 

・観光拠点整備等による地域活性化について 
・県内交通網の充実について         
・建設業に対する人材確保・人材育成の支援について 
・小口資金融資制度の改善について 

・国税等に関する租税手続法についての要望  

・国税等に関する租税実態法についての要望 

・デジタル人材育成のため、地域活性化企業人

の導入に関する周知と、ＯＪＴの実施や外部

研修に参加した際に係る費用等についての

支援制度を検討していただきたい。  

 

開
催
日
時 

令
和
３
年
９
月
１０
日（
金
） 

場
所 

 
 

前
橋
商
工
会
議
所
会
館 

当
所
か
ら
は
平
井
会
頭
お
よ
び
中
村

専
務
が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。 

◇
感
謝
状
・
表
彰
◇ 

【
退
任
役
員
感
謝
状
贈
呈
】 

令
和
２
年
７
月
～
令
和
３
年
６
月
の

間
、
退
任
さ
れ
た
正
・
副
会
頭
・
専
務

に
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。 

峯
川 

卓
美 

様 

在
職
中
の
ご
厚
意
に
深
く
感
謝
致
し

て
お
り
ま
す
。
長
い
間
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

【
永
年
勤
続
役
員
・
議
員
表
彰
贈
呈
】 

商
工
会
議
所
議
員
・
役
員
を
１０
年
勤
め

ら
れ
た
方
に
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し

た
。 

・
常
議
員 

塩
浦 

敬
之 

様 

戸
部 

聖
之 

様 

・
議
員 

小
川 

 

靖 

様 

本
山 

和
政 

様 

受
賞
者
の
皆
様
、
誠
に
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。 

令和３年度 重点項目 

沼田商工会議所からの要望 

第
６
２
回 群

馬
県
商
工
会
議
所
議
員
大
会 

【議員大会の挨拶をされる曽我連合会長】 
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当所職員とアクサ生命保険（株）社員が事業所にお伺いします！ 

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ 

ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を 10/1～11/30 に実施いたします。本キャンペーンは、『商工

会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な目的と

しています。 『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた

様々な保障ニーズにお応えするものです。  

商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、是非ご協力いただきますようお

願い申しあげます。       

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の 

商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。 

沼田商工会議所  
－連絡先－ ２３－１１３７    

 

 詳しくは群馬労働局労働基準部賃金室（０２７－８９６－４７３７）または 
群馬県内の労働基準監督署へお問い合わせください。    

 

みんなチェック！最低賃金 ～群馬県最低賃金が改正されました～    

 群馬県最低賃金  時間額８６５円  令和３年１０月２日より改正         
 

 

 

 

沼田ガス株式会社 
http://www.numatagas.co.jp 

TEL0278-22-4451  
 

 

パナソニックホームズ提携代理店 

沼田土建株式会社  

群馬県沼田市西倉内町５０９－３ 

TEL:0278-22-1146 FAX：0278-60-2550 

http://www.ndk-g.co.jp/ph/ 
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 感染症対策事業継続支援金（ぐんま月次）（8・9月分）  

【支給対象者】 
①休業又は時短営業を実施した県内の飲食店と直接・間接の取引がある事業者 
②不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者 
上記①または②に該当し、本年８月又は９月の事業者単位の月間売上高が前年又は前々年同
月比で３０％以上５０％未満減少している事業者の方が支給対象です。 

【給付額】 

対象時期８月、９月ごとに算出 
減少額＝前年又は前々年の対象月の売上－本年の対象月の売上 
上限額＝法人：20万円／月 個人事業者：10万円／月 
上記減少額又は上限額のいずれか低い額 

【申請期間】 
８月分：令和３年９月１７日（金）～令和３年１０月２０日（水） 
９月分：１０月中旬開始予定  

【その他】 
支給要件等詳細は群馬県ＨＰにてご確認ください  

【問い合わせ先】 
感染症対策事業継続支援金コールセンター（電話対応のみ） 

電話：０２７－３８１－８５９０ 
午前９時００分から午後５時００分まで（平日・土日祝日） 

 

 中小法人・個人事業者のための月次支援金  
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和 

【給付対象者】   
以下の条件を満たす事業者の方が対象となります。 
①緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等
の影響を受けていること 

②緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて

月間売上が令和元年または令和２年の同じ月と比べて 50％以上減少していること 
【給付額】 
対象時期 8月、9月ごとに算出 
減少額＝前年又は前々年の対象月の売上－本年の対象月の売上 
上限額＝法人：20万円／月 個人事業者：10万円／月  

【申請期間】 
対象月の翌月から 2か月間※4～7月分の申請受付は終了しました 
８月分期限：令和３年１０月２６日（火） 
９月分期限：令和３年１１月２５日（木） 

【その他】 
支給要件等詳細は経済産業省ＨＰにてご確認ください 

【相談窓口】 
電話：０１２０－２１１－２４０ IP電話専用回線：０３－６６２９－０４７９ 

8:30～19:00（土日、祝日含む全日対応） 
※「小法人・個人事業者のための月次支援金」 

（経済産業省）（https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin）を加工して作成 

 

 

支援金についてのご案内  

【群馬県 HP】 

【経済産業省 HP】 
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令和 3年 11月 30日まで  
 新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の  

特例措置の拡大について  
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、雇用調整（休業）を実施する事業主に対して、

休業手当などの一部を助成する雇用調整助成金の特例措置が拡大されいます。 

【対象事業者】  

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主（全業種）  

【助成率等】 

助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) 日額上限額 13,500円 

【申請期間】 

「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して２か月以内 

【その他特例措置による上乗せ（一部）】 

・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成されます。 

・計画届は提出不要です。 

・残業相殺を停止します。 

助成金要件等詳細は厚生労働省ホームページ「雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染

症の影響に伴う特例）」をご覧ください。 

あわせて業況特例、地域に係る特例につきましてもご確認ください。 

【相談窓口】 

雇用調整助成金・産業雇用安定助成金・学校等休業対応助成金・支援金コールセンター 

電話：０１２０-６０－３９９９ ９時～２１時まで（土日、祝日含む全日対応） 

 業務改善助成金が使いやすくなりました  

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資など（機械設備、コンサルティング導
入や人材育成・教育訓練）を行った場合にその費用の一部が助成されます。 
【助成対象者】 

以下の条件を満たした中小企業・小規模事業者が対象です。  
①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30円以内  
②事業場規模 100人以下  

【助成率】 
４／５ （生産性要件を満たした場合は ９／１０） 

【申請期限】 
令和３年度の申請締切：令和４年１月３１ 
※予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。 
助成金支給の流れ等、詳細は厚生労働省ＨＰにてご確認ください  

【一般的な問い合わせ先】 

業務改善助成金コールセンター 
電話：０３－６３８８－６１５５（平日８：３０～１７：１５） 

【申請先】 
 群馬労働局雇用環境・均等室 
 〒371-8567 前橋市大手町２丁目３番１号 前橋地方合同庁舎８階 
 電話：０２７－８９６－４７３９（平日８：３０～１７：１５） 
 

群馬労働局からのご案内  
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―御社の創業を教えて下さい 
 正確ではないかもしれませんが、昭和２９年に祖父が
創業しました。今年で６７年目になります。 
―事業内容を教えてください 
 オーダーメイドの木製建具・家具などの木製品、住宅
の中では明かり窓などを作っています。今は工場を持っ
ていない大工さんも多いので、木材の細かい加工なども
行っています。その他ちょっとしたリフォームや、ふす
まの張替えなどもしています。 
―建具だけでなく、様々なことを手掛けていらっしゃい
ますね 
 幅広くマルチに対応しています。親方(父親の鈴木文
雄さん)は基本的に建具専門ですが、私は組子など建具
以外の仕事を請け負うことが多いです。他に箪笥など古
い木製品の修理を頼まれたりもします。 
―事業のメインである『建具』とはどのようなものでし
ょうか 
 一般的に建具とは「家や部屋の出入り口にある動く仕
切り」を言い、うちでは木製の建具を取り扱っています。
木でできた扉や障子などですね。アルミや鉄製のサッシ
や窓は専門外です。建具というと仰々しいものを思い浮
かべるかもしれませんが、ちょっとしたものも多くあり
ます。玄関の下駄箱を作ったり、他にテレビ台やキャビ
ネットなど、建物に作り付けの家具を作っています。『そ
の家の、その場所にしか合わないもの』は建具屋の仕事
です。 
―今回県知事賞を受賞されて、周囲からの反響はありま
したか 
 かなり反響がありました。以前も大きな賞を受賞した
ことがありましたが、今回の方が反響が大きかったで
す。私の受賞を聞いた市内の方がわざわざ県庁の展示会
まで見に来てくれたりしました。 
―こういった展示会に応募するきっかけは何でしょうか 

 組子を教えてくれる師匠の元で勉強会をしているの
ですが、その師匠に勧められたことがきっかけでした。 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 

鈴木建具店  
鈴木 孝治 様 
 

―明確な目標があるというのは技術力アップに
役立ちますか 
 かなり役立つと思います。作品を作って展示会
に持って行き、他の作品を見るという事がとても
勉強になります。小さいものでもいいから作って
見に行くということが大切ですね。 
―大変だったこと・苦労したことは 
 今までにないことに対応しなければいけない
ときです。例えば金物（建具に必要な金具）は毎
年のようにメーカーさんから新しいものが出ま
すから、それに逐一対応しなければなりません。
昔は大工さんが作った枠に建具を入れる、という
形でしたが、今は「この金物を使う」という時点
で金物の納まりを考慮しながら自分で図面を引
き、大工さんにこのような枠を作って欲しいとお
願いしなくてはなりません。 
―確かな技術があるからこそできる対応力です
ね。 

難題に取り組むのは大変ですが、試行錯誤して
やり遂げたときや、施主さんからの要望を叶えら
れたときに「やった！」と思います。やっぱり施
主さんから良かったよ、と言われるとやる気がで
ますね。 
―今後チャレンジしたいことはありますか 
 この仕事というのは自分の好きなことができ
るというものではありません。稀に施主さんから
「ここの建具は自由に作ってください」というこ
ともありますが、基本的には施主さんの要望通り
に作ります。ですから、自分のチャレンジという
より「施主さんの要望をどれだけ叶えられるか」
ということに今後も挑戦していきたいと思いま
す。 
…取材を終えて…  
 今回、受賞作品を拝見させて頂き、作品の美し
さ、一つひとつの細かい部品を組み上げていく技
術力の高さに驚きました。これから更に腕を磨か
れると思いますが、この素晴らしい伝統技法を次
世代に引き継いでいただければと思います。 

（聞き手 小野委員） 
  

 
 

【会社概要】 
事業所名 鈴木建具店 
代 表 者  鈴木 文雄 
住   所  沼田市横塚町 1212 
電 話 22-5216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
小
野
委
員(

右)

と 

鈴
木
孝
治
さ
ん(

左)

】 【工場には様々な機械が所狭しと並んでいます。木材を加工
するためには各工程専門の機械が必要なのだそう】  
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西北毛４商工会議所が広域連携し、会員の皆様に観光イベント・研修会などの情報をお知らせ致します。  

イトマキ探偵『トミーの名推理』～糸姫さまが紡いだ宝～ 
宝の地図を手掛かりに地図に描かれた謎を解き、実際に捜索しながら富岡市のどこかに隠された宝を見

つけ出すリアル宝探しの第３弾が始まります。今回は、富岡市内で初の２エリア開催！ 
宝探しや謎解きが好きな方から初めての方までお楽しみいただけます。 
ぜひ、ご参加ください。 

＜期 間＞令和３年３月３１日（木）まで（１２月２７日～１月４日を除く） 
        午前９時～午後５時 
＜参加費＞無料 
＜エリア＞メインコース（富岡製糸場周辺エリア） 
     エクストラコース（妙義エリア）※メインコースのクリア者限定 
※問い合わせ先  

（一社）富岡市観光協会ＴＥＬ：０２７４－６２－６００１ 
      〇宝探し専用ページ https://huntersvillage.jp/quest/tomioka  

第 39回藤岡市観光フォトコンテストを開催します  
  
藤岡市の美しい自然・歴史・文化・祭りなど、藤岡市の四季を写したフォトコンテストを開催いたします。

魅力あふれる写真作品をお待ちしております。 
応募規定 
○題 材  年間を通した藤岡市の風景・名所旧跡・風俗行事等、観光を素材とした作品。   
○サイズ  カラープリント四切（254mm×305mm）  
○応募締切 令和 3年 12月 17日（金曜日）まで ※当日消印有効 
○応募方法 下記の【応募上の注意】をご確認の上、次の（1）又は（2）へ郵送またはご持参ください。   
（１）藤岡市役所商工観光課内 藤岡市観光協会【〒375－8601 藤岡市中栗須 327】 
（２）（株）プロフォトセンター取扱店 
○入賞審査 （株）プロフォトセンターおよび主催者  
○入賞発表 令和 4年 2月上旬予定 ※入賞者には個別に通知いたします。 
○入賞作品展日時 
令和 4年 2月 19日（土曜日）～2月 25日（金曜日）場所：道の駅 ららん藤岡 花の交流館 
※都合により、場所が変更になる可能性があります。  
○入賞者表彰式 令和 4年 2月 20日（日曜日） 
●詳細は・・・藤岡市役所 経済部 商工観光課 観光係 TEL:0274-40-2317(直通) 
URL：https://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_syoko/kanko-photo-contest.html   
 

        
 

  

 

【営業部 保証第二課】 ℡ 027-231-8819 

 

事業資金・経営課題の解決に関することは 

 

【HP アドレス】https://gunma-cgc.or.jp/ 

 

お気軽にご相談ください。 

 

群馬県信用保証協会 

 

渋川市 移住定住に特化したサブサイト開設 
渋川市では、市外、県外からの移住希望者に向け、コロナ禍における当市への移住検討の一助として、

移住定住支援サブサイト「心くすぐる、しぶかわ暮らし」を開設しました。  

  

  

 
 

詳しくはこちらをご覧下さい。 

問 渋川市総合政策部政策創造課  

   移住定住支援係 

電話 ０２７９・２２・２４０１ 
  

各地域の紹介や各種統計データ、市で発行してい
るパンフレット、ＰＲ動画等渋川市の魅力を多角的
に紹介しています。渋川市への移住を検討している
方は是非ご覧下さい。   
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毎週水曜日 １８：３０～ 

沼田商工会議所コーナー 

いせいがいいじゃねん！ 
 

出演予定者 

10／6  テーマ：当所会報内記事をご紹介 

（水） 出演者：藤塚局長  

10／13 テーマ：沼田市電子通貨 tengoo について 

（水） 出演者：沼田市担当職員・飯塚係長  

10／20 テーマ：注目する企業のご紹介 

（水） 出演者：角屋工業（株）飯島社長 

        飯塚係長 

10／27 テーマ：会員事業所紹介  
（水） 出演者：（株）ｸﾞﾘﾌｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ小池さん 
        広報担当者 
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事務局日誌   
【８／１９～９／１５】   
▼８月  
19日・広報委員会   
   ・事業承継定例相談会 
   ・当所青年部本部会・役員会 
21日・ぬまた起業塾活動紹介 
23日・労働保険事務組合利根沼田地区

協議会監査会(～24日) 
24日・広観連観光宿泊業者企画会議 
25日・働き方改革無料相談会 
26日・健康経営優良法人直前対策オン

ラインセミナー  
   ・常議員会 
27日・｢沼田市中小企業振興基本条例｣

第１回検討委員会  
30日・マル経審査会  
31日・当所青年部特別委員会   
 
 
 
 

〔会員数９月末：1102 会員〕    

 商工春秋 またしても本県での緊急事態宣言の延長が９月３０日までとなった。ワクチン接種が拡大して
いるが、まだまだコロナの影響は私達の生活に関わってくるのだろう。 

ワクチン接種後の熱や痛みなどの副反応、子どもたちへのワクチン提供、仕事や観光業、飲食店の営業など
様々な事でコロナの影響が出てきているが、もうひと踏ん張り三密を避け頑張っていきたい。（砕） 

▼９月  
1日・FMOZE  
4日・ぬまた起業塾経営者講話 
8日・FMOZE  
9日・正副会頭会議  
15日・公庫オンライン個別相談 
10日・群馬県商工会議所連合会議員大会 
13日・当所青年部親睦委員会 
15日・県青連第 3回会員交流委員会 
10日・〃役員会    

                                    

 洋菓子工房 樫の木  

 

◇代表者名 鈴木 博之  
◇住  所 沼田市中町１１２２番地  
◇Ｔ Ｅ Ｌ ２２－２７７７ 

◇業  種 製菓業 
  

 
初代が和菓子の「松月堂」として、１９０７年（明治４

０年）に西倉内町で創業後、３代目から１９６６年に下之

町に移転し、ケーキ中心の洋菓子店となり、１９９１年に

現在の中町に移り、「樫の木」と改めました。そして現在

の４代目オーナーである私が２００１年に引き継いでち

ょうど２０年になりました。  

初代創業から１１４年、沼田市でお世話になっていま

す。今ではバウムクーヘンをメインとした焼き菓子を県外

のお客様にもお使い頂けるように毎日手焼きで製造させ

て頂いております。      ≪紹介者 （有）美濃屋さん≫ 

企業短信   
◇住 所 変 更◇  

・（株）新生孔版   

沼田市上之町 839→沼田市久屋原町 1560-12 

◇代表者変更◇ 

・（株）大丸屋製菓   

望月 ふみ代 氏 → 須田 千秋 氏 
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